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書豆

、海

(
埴
嘩
開
品
百
九
場

昭
和
十
六
年
三
月
曜
慣
行

叢

言告宇

第
五
十
二
巻

第

披

論

叢

経
費
支
出
の
季
節
的
調
整

汐

見

郎

第

序

言

「
我
園
財
政
の
季
節
的
鑓
動
L

と
題
し
、
筆
者
は
十
数
年
前
に
日
本
財
政
の
鑓
動
に
開
ず
る
研
究
を
季
節
と
閲
連
せ
し
め
行
っ
た
事

が
あ
る
、
大
疋
白
末
年
の
事
で
あ
る
か
ら
規
模
が
小
さ
〈
、
大
正
十
四
年
度
に
つ
い
て
云
へ
ば
一
般
合
計
旗
算
が
十
五
億
八
千
寓
国

一
般
舎
計
と
凡
て

D
特
別
合
計
と

D
抽
出
算
の
純
計
が
三
十
四
億
園
、
租
税
牧
入
が
十
億
七
千
寓
固
と
云
ム
時
代
で
あ
っ
た
。
犬
疋
末

年
に
比
段
す
る
と
今
や
時
代
は
一
鑓
し
て
ゐ
る
、
昭
和
十
五
年
度
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

時
軍
事
費
特
別
曾
計
瑛
算
を
加
へ
る
と
百
十
億
圏
、

一
般
合
計
換
算
が
六
十
一
億
圏
、
そ
れ
に
臨

一
般
合
計
と
凡
て
の
特
別
曾
計
と
の
換
算
の
純
計
を
と
る
と
百
六
十
八
億
園
、

租
税
牧
入
が
=
一
十
二
億
七
千
高
園
と
云
ム
規
模
白
大
な
る
も
の
と
左
っ
て
ゐ
る
。
勿
論
、
大
正
末
年
と
昭
和
十
五
年
と
の
間
忙
悶
民

所
得
白
増
加
の
目
ざ
ま
し
い
も
り
が
あ
っ
た
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
財
政
の
躍
進
に
至
つ
て
は
一
一
府
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

糧
費
史
出
白
季
節
的
調
整

第
三
部

俸

E
十
ご
巻

一
八
五

17-19頁。日本国政の特珠問題1) 



額
費
支
田
の
季
節
向
調
整

削
ち
我
困
財
政
が
国
民
経
済
に
占
め
る
地
位
が
大
正
末
年
に
比
較
し
最
近
に
至
り
格
段
の
進
歩
主
建
げ
た
事
は
疑
ム
徐
地
が
無
い
。

と
れ
筆
者
が
大
一
止
末
年
に
試
み
た
財
政
の
季
節
的
鑓
動
白
研
究
を
更
に
新
し
い
角
度
か
ら
再
検
討
す
る
所
以
で
あ
る
。

情
五
十
三
巻

F又

六

第
三
挽

財
政
の
季
節
的
鐙
動
は
牧
入
と
支
出
と
白
雨
方
面
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
牧
入
の
中
で
租
税
は
法
規
に
よ
り
納
期
が
定
め
ら

れ
一
種
白
季
節
的
白
型
を
作
る
白
が
常
で
あ
る
。
最
近
に
は
収
入
の
大
部
分

E
占
め
る
も
の
は
公
債
で
あ
る
が
、

A
A
債
牧
入
忙
は
別

に
季
節
的
白
一
定
り
型
が
あ
る
詳
で
た
く
経
費
白
支
出
に
促
さ
れ
て
賛
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
経
費
の
中
で
俸
給
の
如
き
人
件
費
は

各
月
に
平
分
し
て
支
出
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
経
費
の
大
部
分
を
占
む
る
も
白
は
臨
時
的
性
質
を
有
す
る
物
件
費
に
嵐
し
季
節
的

に
見
て
弾
力
性
を
そ
な
へ
て
ゐ
る
。
故
に
財
政
D
季
節
的
務
動
を
左
右
す
る
も
の
は
経
費
の
犬
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
臨
時
的
物
件
費

の
支
出
で
あ
る
。
悲
に
経
費
を
支
出
す
る
に
省
り
一
定
の
一
計
霊
白
下
に
各
月
に
配
分
し
季
節
的
調
整
を
加
へ
以
て
日
本
財
政
の
闘
滑

た
る
運
行
を
期
せ
ね
ば
た
ら
た
い
。

第

昭
和
十
四
年
度
の
財
政
の
季
節
的
麓
動

大
E
年
間
の
財
政
の
季
節
的
援
動
は
前
掲
の
「
日
本
財
政
の
特
殊
問
題
し
の
中
で
之
を
明
か
に
し
た
が
、
事
情
が
一
愛
し
て
ゐ

る
今
日
に
於
て
は
研
究
を
新
た
に
せ
ね
ば
た
ら
ね
。
数
字
は
少
し
古
い
が
便
宜
上
土
り
し
て
昭
和
十
四
年
度
の
事
寅
に
つ
き
財
政
白

季
節
的
受
動
白
研
究
主
先
づ
試
み
た
い
の
で
あ
る
。

昭
和
十
四
年
度
。
一
般
合
討
議
算
は
四
十
八
億
八
千
高
岡
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
を
加
へ
る
と
入
十
九
億
五

千
寓
園
と
た
る
。
昭
和
+
四
年
度
一
筒
年
の
聞
に
約
九
十
億
闘
の
余
額
が
調
建
せ
ら
れ
更
に
昭
和
十
四
年
度
一
筒
年
の
問
に
同
額
D

経
費
が
支
出
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
季
節
的
に
見
て
各
月
比
如
何
に
収
入
せ
ら
れ
如
何
K
支
山
内
せ
ら
れ
る
か
が
財
界
忙
影
響
す
る



弓..

所
が
少
く
な
い
。
か
く
て
国
庫
金
の
撒
布
と
引
揚
と
の
差
額
即
ち
国
庫
金
の
射
民
間
撒
布
超
過
額
が
財
界
を
推
尊
す
る
原
動
力
と
な

る
の
で
あ
る
。

国
庫
金

の
撒
布
乏
引
揚
と
を
研
究
す
ゐ
爲
め
に
は
、
金
融
事
項
参
考
書
の
「
】
船
倉
計
歳
入
金
蔵
出
金
實
際
受
彿
月
別
表
」
と
毎
月

官
報
に
裂
表
せ
ら
れ
る
「
國
庫
歳
入
歳
出
現
計
」
と
の
激
字
が
有
谷
な
る
資
料
と
な
る
。
前
者
は
年
度
の
如
何
に
拘
ら
す

一
般
會
計
の

歳
入
歳
出
金
の
實
際
受
擁
高
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は

一
般
會
計
の
牧
人
支
出
濟
額
を

一
箇
月
邉
れ
に
月
末
現
計
と
し
て

主
計
簿
に
登
記
し
た
累
計
額
で
あ
る
。
前
者
は
年
度
の
如
何
に
拘
ら
す
月
中
の
受
梯
高
で
あ
り
、
後
者
は
年
度
を
匿
別
し
.た
月
末
の

累
計
高
で
あ
る
が
、
い
つ
れ
も

一
般
倉
計

の
み
な
る
事
は
共
通
し
臨
時
軍
事
費
特
別
會
計
は
全
く
含
ま
れ
て
み
な

い
。
然
し
国
庫
金

の
撒
布
が
財
界
に
及
ぼ
す
影
響
は
臨
時
軍
事
費
特
別
會
計
を
除
き
た
る

一
般
會
計

の
み
で
は
之
を
理
解
し
難
い
の
で
あ
る
。

二

近
代
国
家
に
於
て
は
牧
入
は
経
常
牧
入
と
臨
時
牧
入
と
の
二
つ
に
分
れ
、
経
常
牧
人
の
代
表
的
の
も
の
は
租
税
牧
人
で
あ
り

、
臨
時
牧
人
の
代
表
的
の
も
の
は
公
債
金
紋
入
で
あ
る
。
藪
に
我
国

の
租
税
牧
人
と
公
債
金
牧
人
と
の
両
者
を
合
計
し
て
昭
和
十
四
年

度

の
毎
月
に
つ
き
次

の
数
字
を
得
た
の
で
あ
る
σ
(軍
位
千
国
)

租

帙

入

昭
和
+
四
年
度

昭
和

+
四
年

五
月

六
月

七
月

八
月

九
月

一ご七
、
=九
二

一圭

、
菖
七

穴
二
、
四二
岬

毛

穴
、
九六
占

毛
E
、
九2

昭
和

+
五
年
鹿

討
三

七
、
三
光
二

一
七
一
、
六
〇
七

一
八
二
、四
二
四

二
七
六
、九
六
七

一七
一昌
、
九
〇
一

図

債

登

行

額

計

紐
費
申文
出

の
季
節
的
課
…敷
皿

第
五
+
二
巻

四
〇
〇
、
六
二
七

四
n二
、
五
内
四

四
〇
三
、
二
八
二

五
〇
八
、
七
〇
四
.

　

器
五
、三
四
二

二

八
七

.
第

三
號

五
二
八
、
〇
一九

五
七
ヨ
、
二
9

五
八
五
、
七
〇
六

七
会

、
六
七
一

六
七
幽
、
二
四
二

三

L.



組
費
支
出
白
季
節
的
調
整
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本
表
は
悶
る
不
完
全
左
数
字
で
あ
る
か
ら
失
の
四
軌
を
明
か
に
し
亡
世
く
必
援
が
あ
る
。

第
一
に
和
税
収
入
は
「
凶
席
歳
入
歳
出
現
計
」
の
数
字
で
あ
る
。
そ
れ
は
歳
入
経
常
部
の
秘
枕
牧
入
と
印
紙
収
入
ル
」
白
外
に
歳
入
陥

時
部
の
臨
時
利
得
税
、
利
ハ
耐
配
常
税
、
公
偵
及
品
机
伯
利
子
税
、
通
行
税
、
入
場
税
、
特
別
入
場
税
、
物
品
税
、
建
築
税
、
遊
興
飲
食

税
を
加
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
専
貰
局
(
耐
金
は
加
は
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
卜
一
法
の
組
税
の
各
月
末
現
計
の
建
繍
に
よ
り
毎
月
中
の
租
税
牧
入
を
算
出
し
、
そ
れ
を
一
何
月
づ
っ
前
に
づ
ら
し
た
の
で

あ
る
。
と
れ
は
主
計
簿
の
記
入
が
一
向
月
遅
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
向
、
昭
和
十
五
年
四
月
に
は
昭
和
十
四
年
度
の
数
字
の
外
忙
昭
和

十
五
年
度
の
分
を
も
併
せ
加
へ
た
。
惜
し
税
制
改
革
の
結
果
と
し
て
主
計
簿
の
様
式
が
縫
り
昭
和
十
五
年
度
分
に
は
歳
入
一
経
常
郊
の

租
税
牧
入
、
印
紙
牧
入
と
歳
入
臨
時
部
の
臨
時
利
得
税
と
を
合
計
し
た
の
で
あ
る
。

第
=
-
K
A
A
債
の
一
殻
行
高
は
官
報
所
哉
の
「
閥
債
増
減
額
L

に
よ
り
月
中
岡
債
議
行
高
を
確
定
公
債
に
つ
き
r算
出
し
た
。
米
毅
詮
北
神
明
品

村
脚
読
山
市
の
如
き
流
動
公
債
は
加
は
っ
て
ぬ
な
い
の
で
あ
る
。



第
四
に
、
前
掲
白
租
税
収
入
額
と
岡
偵
護
行
額
と
を
合
計
し
て
各
月
の
収
入
の
主
た
る
も
の
を
掲
げ
更
に
抽
叫
ん
で
経
費
支
出
白
大

憾
の
幅
を
推
定
し
た
の
で
あ
る
。

前
掲
の
表
を
見
る
忙
、
最
小
は
昭
和
十
四
年
五
月
の
五
億
二
千
八
百
高
闘
で
あ
り
、
最
大
の
数
字
は
昭
和
十
五
年
一
一
月
の
八
億
三

千
八
百
寓
闘
で
あ
り
、
共
他
白
十
筒
月
が
刑
者
心
中
間
に
位
し
て
ゐ
る
。
そ
し
℃
平
均
左
越
え
て
ゐ
る
も
の
は
八
月
、
十
月
、
十
日
一

月
、
二
月
、
四
月
の
五
筒
月
で
あ
り
、
平
均
に
濯
し
な
い
も
の
は
五
月
、
六
月
、
七
月
、
九
月
、
十
一
月
、

一
月
、
三
月
の
七
筒
月

で
あ
る
。

甚
だ
不
完
全
在
が
ら
毎
月
の
主
在
る
収
入
白
数
字
、
従
っ
て
各
月
の
主
在
る
支
刊
の
数
平
を
昭
和
十
四
年
度
に
つ
い
て
一
瞥
し
た

の
で
あ
る
。
勿
論
、
租
税
と
公
債
と
の
外
に
各
種
圃
の
牧
入
が
あ
り
、
租
税
牧
入
と
し
て
も
前
掲
の
数
字
に
加
除
を
加
へ
る
必
要
が
あ

り
、
会
依
金
収
入
と
し
て
も
所
属
合
計

E
吟
味
し
流
動
公
債
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
昭
和
十
五
年
の
税
制
改
革
に
上
り
財

政
の
季
節
的
媛
動
が
一
同
盟
し
て
ゐ
る
か
ら
昭
和
十
四
年
の
数
字
は
昭
和
十
五
年
、
昭
和
十
六
年
に
は
役
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
故
に

古
川
掲
の
数
字
は
取
に
一
つ

D
例
を
示
し
た
程
度
に
却
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

牧
入
と
支
出
と
は
粧
常
と
臨
時
と
の
二
つ
の
部
面
に
大
別
せ
ら
れ
る
。
故
に
財
政
の
季
節
的
綾
動
は
経
常
牧
支
Er一
臨
時
牧
支
の
二

而
に
分
ち
之
を
研
究
せ
ね
ば
左
ら
由
。

第

経
常
牧
支
の
季
節
的
援
動

経
常
収
支
と
は
財
政
の
一
経
常
部
面
で
あ
っ
て
経
常
収
入
と
経
常
費
と
に
分
れ
る
。
従
っ
て
絞
常
，
収
支
の
季
節
的
経
動
は
絞
常
牧
入

の
一
季
節
的
縫
動
と
経
常
費
白
季
節
的
費
動
と
に
分
ち
研
究
せ
ね
ば
な
ら
由
。

経
費
支
出
白
季
節
的
調
整

t
F
五
十
三
巻

F又

九

第一一一説

五



閣
費
支
閏
白
季
節
的
調
整

第
五
十
二
巻

九

O 

地
用
三
班

占r、

経
常
牧
入
白
主
な
る
も
の
は
租
税
収
入
で
あ
り
、
臨
時
収
入
白
主
た
る
も
の
は
公
償
金
収
入
で
あ
る
。
公
債
金
収
入
は
別
に

共
白
牧
入
の
時
期
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
、
租
税
牧
入
。
大
部
分
は
共
白
収
入
の
時
期
が
頭
知
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
じ
昭
和

十
五
年
は
中
央
地
方
に
泊
中
'
る
税
制
白
根
本
的
改
革
が
行
は
れ
租
税
白
季
節
的
鑓
動
も
新
し
い
軌
道
を
歩
む
事
と
な
っ
た
か
ら
、
共

の
駄
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

昭
和
十
四
年
ま
で
の
奮
税
法
に
於
て
は
、
随
時
徴
牧
白
も
の
が
第
一
種
所
得
税
、
法
人
潜
業
収
益
税
、
桐
績
税
、
砂
糖
消
費
税
、

織
物
消
費
税
、
揮
食
油
税
、
法
人
臨
時
利
得
税
、
個
人
臨
時
利
得
税
(
譲
渡
利
得
三
建
築
税
・
特
別
入
場
税
、
有
償
詮
器
移
鞘
税
(
有

償
読
家
仲
買
人
白
介
す
る
場
合
を
除
く
)
、
登
録
税
、
印
紙
税
、
骨
牌
税
、
狩
猟
免
許
税
で
あ
り
、
毎
月
徴
牧
白
分
は
第
一
種
所
得

税
、
資
本
利
子
税
司
萎
酒
税
、
酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料
税
、
清
涼
飲
料
税
、
取
引
所
税
、
布
同
明
詮
泰
移
脚
税
、
利
谷
町
営
税
、
公
債

及
枇
債
利
子
枕
、
並
行
税
、
入
場
税
、
遊
興
飲
食
税
、
物
品
税
で
あ
り
、
納
期
D
定
ま
っ
て
ゐ
る
の
は
第
一
二
種
所
得
税
、
地
租
、
外

貨
偵
特
別
税
、
個
人
臨
時
利
得
税
、
酒
也
税
、

先
換
銀
行
雰
強
行
税
、
鎖
業
税
、

個
人
品
買
業
牧
谷
税

乙
種
資
本
利
子
税
で
あ
っ

tc 
然
る
に
昭
和
十
五
年
の
新
税
法
に
於
て
は
、
随
時
徴
取
白
も
白
が
法
人
税
、
特
別
法
人
税
、
法
人
常
業
税
、
相
績
税
、
砂
糖
消
費

税
、
織
物
消
費
税
、
揮
後
油
税
、
法
人
臨
時
利
得
税
、
個
人
臨
時
利
得
税
(
譲
渡
利
得
)
、
建
築
税
、
特
別
入
場
枕
、
有
債
詮
山
部
移
持

税
(
有
償
詮
雰
仲
買
人
白
介
す
る
揚
合
主
除
〈
)
、
登
録
税
、
印
紙
税
、
骨
牌
税
、
狩
獄
免
許
税
で
あ
り
、
毎
月
徴
収
の
分
は
分
類
所

得
税
(
甲
種
町
営
利
子
所
得
、
甲
種
勤
持
所
得
、
甲
種
込
峨
所
得
)
、
綜
台
所
得
税
(
源
泉
徴
牧
の
公
債
祉
債
及
銀
行
預
金
の
利
子
)
、

酒
類
法
石
税
(
合
成
清
酒
及
雑
酒
)
、
酒
類
庫
山
川
税
、
清
涼
飲
料
税
、
取
引
所
税
、
布
偵
説
務
移
判
税
、
配
首
利
子
特
別
税
、
通
行
税

入
場
税
、
遊
興
飲
食
税
、
物
品
税
で
あ
り
、
納
期
の
定
ま
っ
て
ゐ
る
D
は
所
得
税
、
地
租
、
外
貨
偵
特
別
税
、
個
人
臨
時
利
得
枕
、



酒
類
造
有
税
、
先
換
銀
行
家
強
行
税
、
鎌
業
税
、
個
人
替
業
械
と
な
っ
て
ゐ
る
。

新
枕
法
と
革
国
税
法
と
は
建
前
が
縫
っ

τ
ゐ
る
か
ら
比
較
が
容
易
で
な
い
が
、
納
期
の
上
か
ら
貧
国
民
的
に
観
察
す
る
と
次
の
結
日
市
左

得
る
D
で
あ
る
。

第
一
白
随
時
徴
牧
に
於
て
は
第
一
種
所
得
税
と
法
人
資
本
税
と
が
法
人
税
と
な
り
、
そ
れ
に
特
別
法
人
税
が
加
は
り
、
法
人
管
業

牧
径
税
が
法
人
管
業
税
と
た
っ
た
D
み
で
あ
っ
て
、
賓
質
上
の
時
理
化
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

第
三
の
毎
月
徴
収
の
分
は
相
常
の
鑓
化
が
あ
る
。
第
二
種
所
得
税
と
資
本
利
子
税
と
が
分
類
所
得
税
(
甲
種
利
子
所
得
、
甲
種
選

職
所
得
)
と
綜
合
所
得
税
(
源
来
徴
収
白
公
債
枇
債
及
銀
行
現
金
O
利
了
)

と
な
り
、
利
ハ
金
配
蛍
税
と
公
債
及
吐
債
利
子
税
と
が
配
首

利
子
特
別
税
と
た
っ
た
の
は
形
式
的
援
化
に
止
ま
る
。
然
し
新
た
に
分
類
所
得
税
と
し
て
甲
種
配
詰
所
得
と
甲
種
勤
持
所
得
と
が
加

ほ
っ
た
白
は
費
質
的
援
更
で
あ
る
。

第
三
白
納
期
の
定
ま
っ
て
ゐ
る
分
と
し
て
は
、
第
三
種
所
得
税
と
己
種
資
本
利
子
税
と
が
所
得
税
と
注
り
、
酒
世
税
が
沼
類
浩
石

税
と
な
り
、
個
人
管
業
牧
盆
税
か
個
人
営
業
税
と
友
り
、
更
に
納
期
に
改
訂
が
加
へ
ら
れ
た
事
主
事
げ
ね
ば
友
ら
白
。

要
す
る
に
納
期
徴
牧
の
租
税
白
納
期
に
改
訂
が
加
へ
ら
れ
た
事
と
配
首
所
得
と
勤
蛸
究
所
得
と
に
針
ナ
る
所
得
税
が
納
期
徴
牧
よ
り

毎
月
徴
牧
に
在
っ
た
事
は
確
か
に
大
渡
化
で
あ
る
。
財
政
白
季
節
的
繁
動
を
研
究
す
る
に
営
つ
で
も
前
掲
の
明
和
十
四
年
度
。
数
字

を
昭
和
十
五
年
度
以
後
に
共
の
ま
i
A

に
遁
用
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
山
間
ほ
金
融
事
項
参
芳
香
に
は
、
次
年
度
の
一
租
税
牧
入
の
-
中

で
納
期
白
定
ま
円

J

て
ゐ
る
分
を
各
月
に
分
配
し
推
計
し
た
数
字
が
あ
っ
て
租
税
牧
入
の
季
節
的
帥
出
動
を
報
知
せ
し
め
た
が
、
昭
和
一
一

年
以
後
は
庭
止
せ
ら
れ
た
。

+
叫
に
経
費
で
あ
る
が
、
己
れ
も
牧
入
と
同
じ
く
臨
時
費
は
臨
時
の
必
要
に
舷
巴
て
支
同
せ
ら
れ
る
関
係
か
ら
し
て
共
白
季
節

組
費
支
出
白
季
節
的
調
整

樺
五
十
二
巻

プb

第
三
抗

七



担
費
支
出
の
事
簡
的
調
整

蝉
王
十
二
巻

大a

第一一一揖

丹、

的
強
動
主
諌
め
考
へ
る
事
が
山
川
来
な
い
。
従
っ
て
季
節
的
控
動
。
裂
が
分
る
の
は
主
と
し
て
粧
常
費
で
あ
る
。

粧
常
費
白
中
で
毎
月
平
均
的
に
線
返
へ
し
支
向
せ
ら
れ
る
も
り
と
一
定
時
期
を
限
り
徐
計
に
支
出
せ
ら
れ
る
も
白
と
が
あ
る
。
俸

給
、
給
料
の
如
き
は
毎
月
不
均
的
に
一
支
出
せ
ら
れ
、
之
に
皮
し
閤
債
白
利
子
、
年
金
恩
給
は
一
定
時
期
陀
限
り
支
排
は
れ
る
白
で
島

る。
昭
和
十
四
年
度
白
岡
債
利
子
支
梯
期
別
金
額
表
を
金
融
事
項
参
考
書
に
ま
り
繭
交
す
る
と
一
定
の
季
節
的
竣
動
が
窺
は
れ
る
。
合

計
八
億
五
宵
寓
闘
の
中
で
昭
和
十
四
年
六
月
(
一
億
五
千
八
百
高
圏
三
九
月
(
一
億
五
千
六
百
寓
闘
)
、
十
二
月
(
一
億
六
千
三
百
寓

園
)
、
昭
和
十
五
年
三
月
二
億
七
千
一
一
一
百
寓
園
)

の
四
筒
月
分
が
六
億
五
千
寓
闘
に
上
り
綿
額
の
八
割
を
占
め
て
ゐ
る
に
反
し
、
他

の
八
筒
月
は
各
月
六
百
高
闘
乃
至
三
千
高
闘
合
計
一
億
五
千
寓
闘
と
云
ム
僅
少
の
数
字
で
あ
る
。
岡
償
費
行
高
が
増
加
し
て
岡
債
利

子
支
梯
額
が
十
二
億
闘
を
超
え
て
く
る
と
図
債
利
子
支
排
白
季
節
的
挺
動
に
針
し
で
も
相
貨
の
考
慮
を
梯
ム
必
要
が
あ
る
。
年
金
思

給
の
支
給
額
も
三
億
五
千
商
圏

ι上
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
白
支
出
の
時
期
如
何
が
或
程
度
白
影
響
を
輿
へ
る
も
白
で
あ
る
。

経
常
費
白
中
で
俸
給
費
は
毎
月
に
平
均
し
て
支
出
せ
ら
れ
閲
債
利
子
と
年
金
恩
給
と
は
月
に
よ
り
支
出
金
額
に
相
営
白
開
き
を
示

す
の
で
あ
呂
が
、

一
定
の
裂
に
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
離
は
共
通
し
て
ゐ
る
。
か
く
て
終
常
牧
入
の
租
税
収
入
が
一
定
の
季
節
的
費
動

を
示
し
て
ゐ
る
と
同
様
に
経
常
費
白
大
部
分
白
季
節
的
経
動
が
確
定
し
て
ゐ
る
と
す
る
と
、
経
常
収
支
の
季
節
的
鑓
動
は
弾
力
性
に

芝
し
く
定
却
を
示
す
と
云
っ
て
差
支
が
な
い
の
で
あ
る
。

第
四

臨
時
牧
支
の
季
節
的
麓
動

臨
時
牧
支
は
臨
時
費
と
臨
時
収
入
と
よ
り
た
る
。
臨
時
牧
入
の
才
一
な
る
も
の
は
公
債
で
あ
る
。
臨
時
費
少
曹
財
政
に
於
て
は
臨
時



般
入
た
る
A
A
債
も
亦
少
く
臨
時
牧
入
が
財
政
上
に
占
む
る
地
位
も
大
し
た
も
の
で
た
か
っ
た
。
然
る
に
世
界
各
園
が
戦
飽
の
渦
中
に

投
じ
て
ゐ
る
今
日
比
於
て
は
臨
時
収
支
己
そ
財
政
の
中
心
問
題
と
正
っ
て
ゐ
る
。

臨
時
費
は
絞
秘
的
臨
時
費
と
非
経
済
的
臨
時
費
止
に
大
別
せ
ら
れ
る
が
、
戦
時
に
於
て
は
臨
時
費
白
中
で
非
経
済
的
臨
時
費

た
る
戟
費
の
方
が
経
済
的
臨
時
費
よ
り
も
重
要
と
な
っ
て
ゐ
る
。
我
岡
白
一
般
曾
計
課
算
は
経
常
費
と
臨
時
費
と
に
分
れ
臨
時
費
が

相
誌
に
重
苦
を
在
し
て
ゐ
る
が
、
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
至
つ
て
は
共
の
全
部
が
臨
時
費
で
あ
る
か
ら
、
臨
時
費
を
研
究
す
る
に

は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
が
中
心
題
目
と
た
る
り
で
あ
る
。

臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
は
事
鑓
開
始
以
来
昭
和
十
六
年
四
年
ま
で
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
百
七
十
四
億
五
千
五
百
寓
園
白
臨

時
費
を
計
上
し
て
ゐ
る
。
年
平
均
約
五
十
億
園
の
臨
時
費
を
支
刊
し
亡
ゐ
る
懇
で
あ
る
。
軍
事
費
は
共
の
性
質
上
上
旬
建
か
に
支
出

す
べ
〈
、
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
属
す
る
経
費
を
中
心
と
す
る
軍
事
費
白
支
出
に
つ
い
て
は
曾
計
法
の
特
例
が
設
け
ら
れ
廊
く
前

金
抑
制
度
が
行
は
れ
で
ゐ
る
。
元
来
的
金
抑
制
度
は
合
計
法
第
二
十
一
僚
と
合
計
規
則
第
五
十
九
僚
に
よ
り
其
の
範
闘
が
極
め
て
狭

ぐ
定
め
ら
れ
、

一
、
軍
艦
、
兵
器
又
は
樟
薬
の
代
債
、
二
、
外
園
よ
り
直
接
購
入
す
る
機
被
又
は
岡
書
の
代
償
、
二
つ
朝
鮮
、
嘉
淘

樺
太
、
閥
東
州
叉
は
南
洋
群
島
内
に
居
住
す
る
者
に
支
給
す
る
徴
兵
放
費
、
四
、
運
賃
、
五
、
外
闘
に
於
て
支
排
を
要
す
る
土
地
叉

は
家
犀
の
借
料
及
公
課
、
六
、
政
府
む
民
牧
又
は
牧
別
に
係
る
土
地
白
上
に
存
す
る
物
件
。
移
輔
料
、
七
、
官
公
署
に
針
し
支
梯
ふ

べ
き
経
費
、
八
、
外
闘
に
於
て
研
究
又
は
調
査
に
従
事
す
る
者
に
支
給
す
る
皐
資
金
共
の
他
の
給
典
、
九
、
交
通
王
難
の
揚
所
に
勤

務
す
る
者
叉
は
艦
船
乗
組
の
者
に
支
給
す
る
俸
給
共
の
他
の
給
興
、

十

軍
人
、

軍
属
及
陸
海
軍
の
職
工
に
支
給
す
る
放
費
、
十

一
、
外
岡
在
勤
陸
海
軍
武
官
に
支
給
す
る
俸
給
共
の
他
の
給
呉
、
十
二
、
補
助
金
、
十
二
寸
諸
謝
金
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
昭
和
十
三
年
三
月
二
十
二
日
白
法
律
第
卜
六
競
「
軍
ノ
需
要
充
足
ノ
潟
ノ
合
計
法
ノ
特
例
一
一
閥
ス
ル
法
律
」
が
制
定
せ
ら
れ
更

練
費
支
出
。
事
飾
的
調
整

第
五
十
二
巻

九

帯

説

九



極
費
支
出
白
季
節
的
調
整

事
五
十
二
巻

九
回

申
=
一
規

O 

に
昭
和
十
三
年
三
月
=
一
十
H
の
勅
令
第
百
六
十
三
読
が
定
め
ら
れ
た
。
師
ち
て
軍
艦
、
兵
器
及
弾
柴
の
材
料
及
原
料
、
二
、
軍
維

以
外
白
姑
舶
及
其
の
材
料
、
三
、
被
服
立
に
共
の
材
料
及
原
料
、
四
、
濁
抹
立
に
共
心
材
料
及
原
料
、
五
、
作
業
用
器
具
機
械
及
其

の
材
料
、
六
、
艦
皆
需
品
、
港
用
品
及
衣
糧
器
具
、
七
、
臨
畑
中
用
以
外
の
燃
料
及
潤
滑
油
、
入
、
建
築
材
料
、
丸
、
衛
生
材
料
及
獣

陸
自
材
料
枕
に
共
の
材
料
及
原
料
、
十
、
銭
遁
用
車
輔
、
軌
保
及
枕
木
挫
に
共
D
材
料
及
原
料
、
十
て
陣
中
用
品
蛇
に
共
の
材
料
及

原
料
、
十
二
、
土
木
建
築
白
工
事
の
代
債
に
属
す
る
も
白
は
前
金
排
と
友
す
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
u

臨
時
費
の
大
部
分
が
軍
事
費
在
る
事
と
軍
事
費
に
闘
し
て
は
物
件
白
製
造
、
買
入
又
は
L
事
に
つ
い
て
も
炭
く
前
金
挽
制
度
が
採

用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
と
は
注
目
す
べ
き
事
責
で
あ
る
。
そ
し
て
臨
時
費
の
支
出
に
は
別
に
季
節
的
縫
動
の
型
と
見
る
べ
き
も
の
危
〈

所
管
省
白
各
部
局
謀
長
の
請
求
に
よ
り
必
要
に
膝
じ
て
小
切
手
を
切
り
経
費
の
支
出
E
見
る
の
で
あ
る
。

臨
時
費
の
財
源
は
主
と
し
て
晦
時
牧
入
た
る
公
債
に
之
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
を
例
に
と
っ
て
見
て

も
、
百
七
十
四
億
閣
の
財
源
の
中
で
百
五
十
四
億
固
ま
で
公
償
金
牧
入
で
あ
っ
亡
租
税
収
入
は
僅
か
に
十
八
億
固
に
過
ぎ
な
い
事
か

ら
で
も
理
解
出
来
る
。
臨
時
費
が
経
費
の
大
部
分
を
占
め
る
と
同
様
に
臨
時
牧
入
た
る
公
償
金
収
入
が
財
源
白
大
部
分
を
占
め
て
ゐ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
財
政
D
季
節
的
鎚
動
と
云
ふ
の
も
結
局
は
臨
時
収
支
の
一
季
節
的
縫
動
に
蹄
ナ
る
謬
で
あ
る
。

支
那
事
務
委
生
前
の
国
債
は
百
七
億
闘
に
遁
ぎ
た
か
っ
た
が
、
支
那
事
鑓
以
来
は
念
激
に
増
し
約
自
七
十
五
億
国
主
張
行
し
て
昭

和
十
五
年
末
に
は
二
百
八
十
二
億
園
D
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
。
支
那
事
援
護
生
以
来
白
新
規
殻
行
消
閑
償
百
七
十
五
億
図
主
務
行
目

的
に
よ
っ
て
分
っ
と
、
支
那
事
箆
(
百
三
十
六
億
周

τ
歳
入
術
填
(
二
十
七
億
圃
)
、
満
洲
事
件
(
七
億
圃
)
、
各
種
事
業
主
位
園
)
と
た
り
、

新
規
潜
行
会
債
の
大
部
分
が
支
那
事
謎
の
矯
め
に
起
さ
れ
て
ゐ
る
事
が
明
か
と
た
る
。

次
に
支
那
事
漉
愛
生
以
来
白
新
規
公
債
を
護
行
方
訟
に
よ
り
分
っ
と
、
日
本
銀
行
引
受
(
百
十
八
億
聞
)
、
預
金
部
引
受
(
四
十
億
開
て



郵
便
局
費
出
(
十
五
億
固
)
、
閲
債
シ

Y

ヂ
ケ
1
ト
引
受
(
一
億
閏
)
の
四
っ
と
た
り
、
日
本
銀
行
引
受
即
ち
中
央
銀
行
引
受
が
絶
封
的
に

多
く
国
債
シ
ン
ヂ
ケ
1
ト
引
受
印
ち
公
募
が
僅
か
に
一
億
闘
に
止
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

臨
時
牧
入
の
中
心
た
る
公
債
牧
入
を
臨
時
費
支
出
ム
」
連
闘
し
て
考
へ
る
、
帥
ち
臨
時
費
を
支
出
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
に
迫
ら
れ
る

時
は
公
債
を
日
本
銀
行
に
引
受
け
し
め
政
府
現
金
を
増
し
前
金
排
に
よ
っ
て
財
界
に
政
府
支
掛
金
を
放
出
す
る
の
が
普
通
の
順
序
で

あ
る
。
従
っ
て
臨
時
費
支
出
に
現
は
れ
た
季
筒
的
援
動
は
直
ち
に
臨
時
牧
入
た
る
公
債
金
収
入
の
季
節
的
鑓
動
を
惹
起
す
る
の
で
あ

る
。
然
る
に
臨
時
費
支
出
は
季
節
的
K
定
型
を
そ
な
へ
て
ゐ
た
い
か
ら
、
公
償
金
牧
入
に
も
季
節
的
白
定
型
が
紋
け
る
諾
で
あ
る
。

E
額
D
政
府
支
掛
金
も
定
裂
を
持
た
A
Y
に
財
問
弁
に
撒
布
せ
ら
れ
更
に
財
界
か
ら
引
揚
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
臨
時
牧
支
に
よ
り

財
界
が
影
響
せ
ら
れ
る
事
の
大
在
る
事
は
云
ふ
迄
も
無
い
。

第
五

支
梯
超
過
の
計
章
性

以
上
、
唱
和
十
四
年
度
現
計
を
根
擦
と
し
て
財
政
全
髄
に
季
節
的
鑓
動
。
存
す
る
事
を
明
か
に
し
、
更
に
経
常
牧
支
と
の
一
一
方
面

に
つ
き
季
節
的
鐙
動
を
研
究
し
た

D
で
あ
っ
た
。

経
常
牧
支
に
つ
い
て
見
る
に
、
経
常
費
に
属
す
る
も
の
は
俸
給
も
年
金
恩
給
も
国
債
利
子
も
一
定
白
季
節
的
鐙
動
に
従
っ
て
支
出

せ
ら
れ
、
経
常
牧
入
の
中
植
で
あ
る
租
税
の
季
節
的
援
動
も
特
定
の
型
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
季
節
的
鑓
動
。
方
丙
よ
り

見
れ
ば
経
常
費
も
経
常
牧
支
も
書
入
れ
済
み

D
既
知
数
で
あ
っ
て
灘
動
的
分
子
主
殆
ん
ど
含
ん
で
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

之
に
反
し
臨
時
牧
支
に
至
つ
て
は
季
節
的
に
見

τ全
く
末
知
裁
で
あ
る
。
印
ち
第
一
に
必
要
が
生
宇
る
に
従
ひ
臨
時
費
の
多
く
が

前
金
挑
と
し
て
支
出
せ
ら
れ
、
共
の
財
源
を
捻
出
す
る
潟
め
に
臨
時
牧
入
た
る
公
債
が
護
行
せ
ら
れ
共
の
方
法
は
主
と
し
て
日
本
銀

経
費
支
出
白
苧
節
的
調
整

第
五
十
二
巻

九
五

第
三
腕



経
費
支
出
四
季
節
的
調
整

事
五
十
二
審

一
九
六

静

競

行
引
受
に
工
る
の
で
あ
る
。
己
れ
間
席
金
支
排
超
過
の
方
法
に
よ
る
政
府
支
掛
金
の
撒
布
で
あ
る
。
第
二
に
前
A
R
椀
制
度
に
上
旬
撒

布
せ
ら
れ
た
政
府
支
掛
金
を
仰
等
か
白
方
法
に
よ
り
引
揚
げ
ね
ば
在
ら
ぬ
。
と
れ
政
府
が
凶
民
貯
蓄
を
奨
励
し
銀
行
共
他
金
融
機
闘

に
於
け
る
貯
金
預
金
を
増
加
せ
し
め
日
本
銀
行
の
引
受
け
た
公
偵
を
金
融
機
闘
に
賓
却
し
以
て
悪
性
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
超
る
白

を
阻
止
ナ
る
所
以
で
あ
る
。
日
本
銀
行
の
公
債
引
受
、
岡
庫
金
の
支
梯
超
過
、
貯
金
頂
金
の
増
加
、
金
融
機
闘
の
日
本
銀
行
上
り
す

る
公
債
買
入
と
云
ム
順
序
で
臨
時
牧
支
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
撒
布
せ
ら
れ
た
政
府
支
抑
金
が
直
ち
に
引
妨
げ
ら
れ
る
の
で

在
〈
撒
布
、
と
引
坊
と
の
問
に
相
憶
の
時
の
隔
り
が
存
し
共
同
K
財
界
が
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
政
府
支
掛
金
の
撒
布
が
財
界
を

ゆ
る
め
る
ム
一
共
に
民
間
資
金
の
引
揚
が
財
界
一
を
引
き
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
旬
月
比
接
何
の
政
府
支
掛
金
が
撒
布
せ
ら
れ
幾
何
の

民
間
資
金
の
引
揚
が
行
は
れ
v
q
か
が
貫
大
問
題
と
た
る
。
現
今
、
日
本
白
財
界
を
指
導
す
る
も
の
は
軍
事
闘
係
の
臨
時
費
の
支
出
で

あ
っ
て
共
白
季
節
的
調
整
と
そ
財
界
白
景
気
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
支
抑
金
の
前
梯
が
或
月
の
み
に
集
中
し
て
財
界
を
浮

き
立
た
せ
他
。
月
に
政
府
支
梯
金
白
前
沸
が
激
減
し
て
財
凶
作
に
衝
撃
を
興
へ
る
様
な
事
が
続
く
と
、
財
界
は
方
向
に
迷
は
ね
ば
友
ら

左
〈
な
る
。
臨
時
費
白
十
民
間
に
前
つ
で
も
単
に
所
管
省
の
部
局
課
長
の
請
求
を
受
入
れ
る
に
止
ま
ら
守
、
統
常
牧
支
の
季
節
的
措
型
動

と
財
界
白
紙
況
と
を
充
分
に
考
慮
に
入
れ
て
臨
時
費
支
同
を
調
整
す
べ
〈
、
設
に
支
捌
超
過
に
計
量
置
を
輿
へ
る
必
要
が
起
る
。

支
抑
超
渦
の
計
聾
性
印
ち
二
瓦
的
統
制
に
よ
り
経
費
支
州
の
季
節
的
調
整
を
行
ム
事
は
同
防
岡
山
棋
の
務
展
に
件
ひ
必
要
と
在
っ
て

〈
る
白
で
あ
る
。
昭
和
十
六
年
度
の
一
般
合
計
と
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
と
の
純
計
は
百
三
十
億
闘
に
上
る
左
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、

い
よ
い
よ
以
て
財
界
が
財
政
よ
り
影
響
せ
ら
れ
る
事
が
大
で
あ
る
。
官
岨
大
暗
闇
算
を
編
成
す
る
事
も
大
切
で
あ
る
ぷ
編
成
せ
ら
れ
た
大

珠
算
kv
閲
滑
に
遂
行
す
る
事
が
一
居
に
重
大
で
あ
る
。
と
れ
財
政
の
季
節
的
判
官
動
を
研
究
す
る
必
要
あ
る
所
以
で
あ
る
。

財
政
四
季
節
的
昭
一
動
の
中
で
経
常
収
支
D
季
節
的
媛
動
は
既
知
数
と
し
て
書
入
れ
桝
み
で
あ
る
が
、
問
題
は
闘
力
性
あ
る
臨
時
牧

支
の
季
節
的
縫
動
に
存
し
て
ゐ
る
。
か
く
て
臨
時
費
支
州
白
季
節
的
調
整
を
一
一
冗
的
に
行
ム
事
が
必
要
B

と
た
っ
て
来
る
。




